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広島県運転免許センター施設内壁面広告掲載事業仕様書 
 

１ 貸付場所、設置種類及び貸付面積 

  広島県運転免許センター（広島市佐伯区石内南三丁目１番１号）施設内の次表に掲げる場所 

掲載場所 掲載範囲 壁面の材質 

正面玄関ホール

上部（①面） 

幅9,500mm 高さ1,150mm 

鋼板パネルホウロウ仕上げ 

待合ホール吹抜

部分壁面（②面） 

幅6,600mm 高さ1,000mm 

左右２か所 

待合ホール吹抜

部分壁面（③面） 

幅8,800mm 高さ1,000mm 

左右２か所 

待合ホール吹抜

部分壁面（④面） 

幅5,400mm 高さ1,000mm 

左右２か所 

正 面 階 段 手 摺

（⑤面） 

幅2,000mm 高さ1,150mm 

左右２か所 

石張り仕上げ 

   ※掲載場所及び掲載範囲の詳細は別添図面のとおり 

   ※壁面材質は上記のとおりですが、現況と異なる場合は現況を優先するものとします。 

 

２ 貸付期間（広告掲載期間） 

  令和８年10月１日～令和13年９月30日（５年間） 

  ※更新はありません。 

 

３ 契約の方法等 

⑴ 本契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第238条の４第２項第４号の規定に基づき、広告

を掲載するための県有行政財産の貸付けであり、契約期間の満了により当然に終了し、契約の

更新はありません。 

⑵ 地方自治法第238条の４第５項の規定（同項を準用する場合を含む。）に基づき、広島県警察に

おいて公用又は公共用に供する必要が生じたときは、契約を変更又は解除することがあります。 

⑶ 広告掲載事業者が広島県警察の定める貸付条件等に違反したときは、契約を解除すること

があります。 

⑷ 本契約は、貸付期間中の貸付場所等の存続を保証するものではありません。広島県警察の

都合により、貸付場所への壁面広告の掲載を継続することができないこととなった場合は、

契約を変更又は解除することがあります。 

 

４ 広告掲載事業者の業務 

 ⑴ 掲載場所に掲載する広告主の募集 

 ⑵ 広告掲載に当たって必要な広島県警察との事務手続き 

 ⑶ 広告の製作、設置及び撤去 

⑷ 掲載場所の維持管理 

 

５ 広告の規格及び掲載方法等 

 ⑴ 広告サイズは自由とし、ポスター形式（パネル使用可）とするものとします。 

 ⑵ 広告の掲載方法は、シールによる貼付、ビス止め及び吊るし等による簡易な工法とし、県

有財産の現状を大幅に変更することは、原則として認めません。 

 ⑶ 広告の掲載方法の選定に当たっては、原状回復や強度の確保及び壁面材質等を考慮した方

法を採用することとし、具体的な方法については協議の上決定します。 
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 ⑷ 広告の出幅については、壁面から50㎜以内とするものとします。 

 ⑸ 広告掲載事業者は、「広告欄」等の文言を記載するなどの方法により、当該場所が広告欄で

あることを明示してください。 

 ⑹ 広告の内容に関する責任を明確にするため、広告掲載する壁面に広告主の名称、所在地及

び電話番号等の必要な事項を表示してください。 

 

６ 広告の掲載について 

⑴ 広告掲載事業者が、掲載場所に広告を掲載しようとするときは、事前に広告掲載承認申請

書（様式第10）に誓約書（様式第11）及び広告案を添付して広島県警察に提出し、承認を受

けなければなりません。また、承認を受けた広告の全部又は一部を変更する場合も同様とし

ます。ただし、一部の変更の場合は誓約書の添付は不要とします。 

⑵ 掲載場所に「広告欄」等の文言を表示するなど、当該場所が広告欄であることを明示する

と共に、必要に応じて、広告の内容に関する責任の帰属に必要な事項を注記してください。 

⑶ 広島県広告掲載要綱及び広島県広告取扱基準に反する広告は承認いたしません。 

⑷ 広告内容又は広告主が法令等（広島県広告掲載要綱及び広島県広告取扱基準を含む。）に違

反することが判明したときは、広告掲載の中止又は広告内容の修正を命じることがあります。

この場合、中止又は修正に要する費用は広告掲載事業者の負担とします。また、このことに

より生じた損害について賠償を請求することはできません。 

 

７ 広告掲載事業者の遵守事項等 

⑴ 使用用途の指定 

貸付物件は、広告の掲載のみに使用するものとし、広島県警察本部広島県運転免許センタ

ー施設内壁面広告掲載事業募集要領（以下「募集要領」という。）及び本仕様書等を遵守して

いただきます。 

⑵ 指定用途以外の利用等 

ア 指定した用途以外に貸付物件を使用することは認めません。 

イ 貸付けを受けた場所は、善良な管理者としての注意をもって維持保全に努めなければな

りません。 

ウ その他広島県警察の規則等により定められた使用制限等を遵守しなければなりません。 

⑶ 施設等の管理に係る法定点検等の実施・協力 

広島県警察が行う施設等の法定点検等に関し、広告掲載事業者は協力してください。また、

広告掲載事業者は、広告掲載場所の保守点検について実施してください。 

⑷ 再委託等の制限 

広告掲載事業者は、広告の掲載及び管理を第三者に委託し、又は請け負わせてはいけませ

ん。ただし、事前に書面により広島県警察の承認を受けた場合は、この限りではありません。 

 ⑸ 譲渡又は転貸の禁止 

広告掲載事業者は、広告の掲載に係る一切の権利又は義務を第三者に譲渡し、貸付け又は

承継させてはいけません。また、その権利を担保に供してはいけません。 

⑹ 搬入・搬出等 

広告掲載事業者は、関係法規及び広島県警察の庁舎管理者等が定める規定を遵守し、広告

の掲載・管理・撤去等を行ってください。その際、事前に広島県警察の承認を得るものとし

ます。 

⑺ 連絡体制 

通常時及び緊急時の連絡体制及び連絡先を広島県警察に報告してください。連絡体制又は

連絡先に変更があった場合は同様に報告してください。 

⑻ 打合せ等 

広告掲載事業者は、業務の遂行に当たり、必要に応じて広島県警察と打合せを行うものと
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します。 

⑼ 情報の適正な管理 

広告掲載事業者(再委託をした場合は再委託先を含む。)は、本事業を通じて知り得た情報

を契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはなりません。また、本事業に関して知

り得た情報の漏えい、滅失、毀損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればなりません。契約終了後もまた同様とします。 

⑽ 個人情報の保護 

広告掲載事業者(再委託をした場合は再委託先を含む。)は、本事業を履行する上で個人情

報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守するものと

します。 

⑾ 事業の履行に関する措置 

広島県警察は、本事業(再委託した場合を含む。)を履行するに当たって、著しく不適当と

認められるときは、広告掲載事業者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置

を執るべきことを要求します。広告掲載事業者は、上記要求があったときは、当該要求に係

る事項について対応措置を決定し、広島県警察の指示に従い、必要な措置を講じるものとし

ます。 

⑿ 契約終了時の貸付物件の引き渡し等 

広告掲載事業者は、本事業が終了したときは、速やかに施設の原状回復を行い、広島県警

察に対して円滑な貸付物件の引渡しを行うものとします。 

なお、原状回復に要した費用は広告掲載事業者が負担することとし、広告掲載事業者は、

広島県警察に対し、原状回復に要した費用、広告掲載に伴い支出した必要費、有益費その他

一切の費用について、補償を請求することができません。 

⒀ その他 

   広告の掲載についての問い合わせ又は苦情については、広告掲載事業者の責任において対

応してください。 

 

７ 貸付料の支払 

⑴ 各年毎の貸付料は、次表のとおりとします。 

令和８年度（令和８年10月１日～令和９年３月31日） 落札金額の10分の１の金額 

令和９年度（令和９年４月１日～令和10年３月31日） 落札金額の５分の１の金額 

令和10年度（令和10年４月１日～令和11年３月31日） 落札金額の５分の１の金額 

令和11年度（令和11年４月１日～令和12年３月31日） 落札金額の５分の１の金額 

令和12年度（令和12年４月１日～令和13年３月31日） 落札金額の５分の１の金額 

令和13年度（令和13年４月１日～令和13年９月30日） 落札金額の10分の１の金額 

  ※割り切れない場合、その端数は初年度の金額に含めるものとする。 

⑵ 広告掲載事業者は、広島県警察の発行する納入通知書により、年額の貸付料を毎年度４月

30日までに支払わなければなりません。ただし、初年度の貸付料は契約期間の開始までに支

払わなければなりません。 

⑶ 納期限前までに賃貸借期間が終了（解除を含む。）した場合は、広島県警察の指定する日ま

でに支払うものとします。 

⑷ 契約締結後、貸付料の支払が指定期日までに行われなかった場合には、延滞金の支払を申

し受けるとともに、契約を解除することがあります。 

⑸ 貸付料を指定期日までに支払わないときは、その翌日から納入の日までの日数に応じ、年

14.5％（ただし、各年の延滞金特例基準割合（平均貸付割合（租税特別措置法（昭和32年法

律第26号）第93条第２項に規定する平均貸付割合をいう。）に年１％の割合を加算した割合を

いう。以下同じ。）が年7.25％の割合に満たない場合には、その年中においては、その年にお

ける延滞金特例基準割合に年7.25％の割合を加算した割合とする。）の割合で算定した延滞金
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を加算して広島県警察に支払っていただきます。 

なお、契約締結後、貸付料の支払が指定期日までに行われなかった場合には、契約を解除

する場合があります。 

⑹ 納付済みの貸付料は返還しません。ただし、地方自治法第238条の５第４項の規定に基づき

契約を変更又は解除した場合その他広島県警察が必要と認めた場合は、既に納付された貸付

料の全額又は一部を返還する場合があります。 

 

８ 連帯保証人 

広島県公有財産管理規則（昭和39年規則第31号）第28条の２の規定により準用する第32条の

規定により連帯保証人を立ててください。 

なお、連帯保証人が個人の場合における民法第465条の２第２項の極度額は、契約締結時の令

和９年度分の貸付料相当額とします。また、広告掲載事業者は、契約締結時に連帯保証人に対

し、民法第465条の２第１項各号に定める事項について真実かつ正確な情報の提供を行うものと

します。 

 

９ 解除通知 

  広告掲載事業者が貸付料を滞納した場合は、相当の期間を定めて、催告の上、契約を解除し

ます。 

 

10 原状回復 

  広告掲載事業者は、貸付期間が満了したときはその日までに、契約が解除されたときは広島

県警察の指定する期日までに貸付物件を原状に回復して返還するとともに、借受財産返還書（様

式第９）を提出してください。ただし、広島県警察と協議し、原状に回復する必要がないと認

める場合は、借受財産返還書の提出のみで足ります。 

 

11 その他 

事業の実施に関し疑義があるとき又は仕様書等に定めのない事項については双方協議の上、 

解決するものとします。 
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